
変更理由

時点修正しました。

子ども政策課

変更理由

中間年度に計画の見直しを行うことを踏まえ、記載を修正しました。

2 16 第２章
１　国・東京都・港区の動向
（２）東京都の動向
④　こども未来アクション2024、東京都の少子化対策2024の策定

　令和６（2024）年２月に、子ども目線で捉え直した政策の現在地と、子どもと
の対話を通じた継続的なバージョンアップの指針となる「こども未来アクション
2024」、令和６（2024）年度に実践する少子化対策の全体像を整理した「東京都
の少子化対策2024」が策定されました。

16 第２章
１　国・東京都・港区の動向
（２）東京都の動向
④　こども未来アクション2025、東京都の少子化対策2025の策定

　令和７（2025）年１月に、子ども目線で捉え直した政策の現在地と、子どもと
の対話を通じた継続的なバージョンアップの指針となる「こども未来アクショ
2025」、令和７（2025）年度に実践する少子化対策の強化策と全体像を整理した
「東京都の少子化対策2025」が策定されました。

子ども政策課

（令和７年３月）

1 10 第１章
４　計画の期間

　子ども・子育て支援法に基づき、「市町村子ども・子育て支援事業計画」は令
和７（2025）年度から令和11（2029）年度までの５年間を計画期間とすることが
定められています。
　それに伴い、こども基本法に基づく「市町村こども計画」、次世代育成支援対
策推進法に基づく「市町村行動計画」、子どもの貧困対策の推進に関する法律に
基づく「市町村計画」及び子ども・若者育成支援推進法に基づく「市町村子ど
も・若者計画」も令和７（2025）年度から令和11（2029）年度までの５年間とし
ます。
　なお、次世代育成支援対策推進法は令和16（2034）年度までの時限立法である
ことから、本計画に包含される市町村行動計画は、令和７（2025）年度から令和
11（2029）年度までの５年間の計画として策定し、計画終了後、令和12（2030）
年度から令和16（2034）年度までの計画を策定します。

10 第１章
４　計画の期間

　子ども・子育て支援法に基づき、「市町村子ども・子育て支援事業計画」は令
和７（2025）年度から令和11（2029）年度までの５年間を計画期間とします。
　それに伴い、こども基本法に基づく「市町村こども計画」、次世代育成支援対
策推進法に基づく「市町村行動計画」、子どもの貧困対策の推進に関する法律に
基づく「市町村計画」及び子ども・若者育成支援推進法に基づく「市町村子ど
も・若者計画」も令和７（2025）年度から令和11（2029）年度までの５年間を計
画期間とします。
　次世代育成支援対策推進法は令和16（2034）年度までの時限立法であることか
ら、本計画に包含される市町村行動計画は、令和７（2025）年度から令和11
（2029）年度までの５年間の計画として策定し、計画終了後、令和12（2030）年
度から令和16（2034）年度までの計画を策定します。
　なお、計画の中間年度（３年目）には、社会情勢の変化や課題の整理、各施策
の達成状況の点検・評価を行い、それらの結果を踏まえて計画の見直しを行いま
す。

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案）から修正した主な内容

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

1



（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

子ども政策課

変更理由

時点修正しました。

3 23 第２章
３　統計データからみた港区の状況
（５）出生数・出生率
　区の出生数は、平成28（2016）年まで増加傾向が続いていましたが、その後、
令和４（2022）年まで減少傾向が続いています。出生率（人口千人対）について
も、平成27（2015）年以降、令和４（2022）年まで減少傾向が続いています。

23 第２章
３　統計データからみた港区の状況
（５）出生数・出生率
　区の出生数は、平成28（2016）年以降、令和４（2022）年まで減少傾向が続い
ていましたが、令和５（2023）年には微増となっています。出生率（人口千人
対）については、平成27（2015）年以降、令和５（2023）年まで減少傾向が続い
ています。

2



（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

変更理由

時点修正しました。

4 24 第２章
３　統計データからみた港区の状況
（６）合計特殊出生率
　区の合計特殊出生率は、平成28（2016）年まで増加傾向が続いていましたが、
その後、令和４（2022）年まで減少傾向が続いています。なお、平成24（2012）
年以降、東京都全体の合計特殊出生率を継続して上回っており、平成26（2014）
年以降は全国平均とほぼ同水準を維持しています。

24 第２章
３　統計データからみた港区の状況
（６）合計特殊出生率
　区の合計特殊出生率は、平成28（2016）年以降、令和４（2022）年まで減少傾
向が続いていましたが、令和５（2023）年には微増となっています。なお、東京
都全体の合計特殊出生率を継続して上回っており、平成26（2014）年以降は全国
平均とほぼ同水準を維持しています。

子ども政策課

3



（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

子ども政策課

変更理由

時点修正しました。

5 24 第２章
３　統計データからみた港区の状況
（７）世帯数の推移
　区の世帯数は、令和２（2020）年まで増加傾向が続いており、令和６（2024）
年には15万世帯を超え、152,545 世帯となっています。なお、１世帯当たりの世
帯人員については平成24（2012）年以降、大きな変化はなく1.75から1.77の間で
推移しています。

24 第２章
３　統計データからみた港区の状況
（７）世帯数の推移
　区の世帯数は増加傾向が続いており、令和７（2025）年には153,885世帯となっ
ています。なお、１世帯当たりの世帯人員については、平成25（2013）年以降大
きな変化はなく1.74から1.77の間で推移しています。

4



（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

変更理由

時点修正しました。

6 25 第２章
３　統計データからみた港区の状況
（９）婚姻件数と離婚件数
　区の婚姻件数は、平成25（2013）年以降減少傾向となり、令和３（2021）年に
は1,704件と平成25（2013）年より約660件減少しましたが、令和４（2022）年に
は1,861件と増加しています。
　区の離婚件数は、平成27（2015）年以降減少傾向となり、令和３（2021）年に
は491件と平成25（2013）年より160件減少しています。

25 第２章
３　統計データからみた港区の状況
（９）婚姻件数と離婚件数
　区の婚姻件数は、平成25（2013）年以降減少傾向となり、令和３（2021）年に
は1,704件と平成25（2013）年より約660件減少しましたが、令和４（2022）年は
1,861件と増加し、令和５（2023）年は1,838件と横ばいとなっています。
　区の離婚件数は、平成27（2015）年以降減少傾向となり、令和３（2021）年に
は491件と平成27（2015）年より160件減少しましたが、令和５（2023）年は531件
と増加傾向となっています。

子ども政策課

5



（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

変更理由

対象を明確にするため、記載を修正しました。

子ども政策課

変更理由

（２）小学生の保護者の実態調査結果と合わせ、記載を修正しました。

8 45 第３章
４ 施策の方向性
Ⅰ　子どもの権利を尊重し、育ちを支える環境を整備する

45 第３章
４ 施策の方向性
Ⅰ　子どもの権利を尊重し、全ての子どもの育ちを支える環境を整備する

子ども政策課

7 32 第２章
４　実態調査結果からみた港区の現状
（１）小学校入学前の子どもの保護者
⑨ 子育て環境

　“港区の子育て環境”“幼稚園”“保育園”“地域子ども・子育て支援事業”
において、「満足」と「やや満足」を合わせた『満足』が、「不満」と「やや不
満」を合わせた『不満』を上回っています。

32 第２章
４　実態調査結果からみた港区の現状
（１）小学校入学前の子どもの保護者
⑨ 子育て環境

　「満足」と「やや満足」を合わせた『満足』は80.1％となっており、前回調査
の75.7％を上回っています。

6



（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

 

変更理由

こども大綱及びこども未来戦略における少子化対策に関する取組等を踏ま
え、記載を修正しました。

住宅課

変更理由

基本方針３　施策（７）子育て世帯・若年夫婦世帯等の住環境の整備の内
容を踏まえ、記載を修正しました。

10 48 第３章
６　施策の体系

48 第３章
６　施策の体系

子ども家庭支
援センター

9 46 第３章
５　基本方針
Ⅱ　安心して子どもを生み育てられる切れ目のない支援を充実させる
基本方針３　結婚、妊娠から子育て期の切れ目のない支援の充実

　妊婦や在宅子育て家庭が身近な場所で気軽に相談することができる伴走型の相
談支援体制の確保や、様々な育児支援を行うことで不安等を解消し、安心して出
産、子育てができる環境を確保します。また、多子世帯や多胎児を育てる家庭に
対する支援を推進することで、希望する数の子どもを生み育てることができる環
境の実現をめざします。

46 第３章
５　基本方針
Ⅱ　安心して子どもを生み育てられる切れ目のない支援を充実させる
基本方針３　結婚、妊娠から子育て期の切れ目のない支援の充実

　妊婦や在宅子育て家庭が身近な場所で気軽に相談することができる伴走型の相
談支援体制を確保するとともに、多子世帯や多胎児を育てる家庭に対する支援を
推進し、希望する数の子どもを安心して生み育てることができる環境を確保しま
す。また、子育て世帯や若年夫婦世帯が港区に継続的に居住することができる住
環境の整備の実現をめざします。

7



（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

 

 

変更理由

こども大綱及びこども未来戦略における少子化対策に関する取組等を踏ま
え、記載を修正しました。

子ども家庭支
援センター

変更理由

こども大綱及びこども未来戦略における少子化対策に関する取組等を踏ま
え、記載を修正しました。

12 49 第３章
６　施策の体系

49 第３章
６　施策の体系

子ども若者支
援課

11 49 第３章
６　施策の体系

49 第３章
６　施策の体系

8



（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

政策広聴担当

みなと子ども会議意見

大人だけの意見にならないように、子どもの意見も聞いてほしい。

区民意見

子どもの権利を擁護するため、子どもが自由に訪れ相談できる施設等を設
置してほしい。

15 60 第４章
基本方針１
施策（１） 子どもの最善の利益を実現する施策の推進
② 子どもの意見を把握する取組の推進

　子どもの意見を反映した施策を講じていくため、子どもの声を聴く強化月間と
しての「港区こども月間」や、子どもの意見を表明する機会としての「みなと子
ども会議」の実施など、子どもの意見を把握する取組を推進します。

60 第４章
基本方針１
施策（１） 子どもの最善の利益を実現する施策の推進
② 子どもの意見を把握する取組の推進

　子どもの意見を反映した施策を講じていくため、子どもの声を聴く強化月間と
しての「港区こども月間」や、子どもの意見を表明する機会としての「みなと子
ども会議」の実施、気軽に区へ意見を届けてもらう「区長へのメッセージ（子ど
も版広聴）」など、子どもの意見を把握する取組を推進します。

子ども家庭支
援センター

変更理由

時点修正しました。

14 60 第４章
基本方針１
施策（１）子どもの最善の利益を実現する施策の推進

　「子どもの権利条約」の４つの原則について、啓発活動を実施するとともに、
様々な機会をとおして、子ども自身が自らの権利を自覚できるよう促します。ま
た、子どもが意見表明しやすい環境を整え、日常的に意見を表明したり、主体的
に区政やまちづくりに参加するための仕組みを構築します。

60 第４章
基本方針１
施策（１）子どもの最善の利益を実現する施策の推進

　「子どもの権利条約」の４つの原則について、啓発活動を実施するとともに、
様々な機会をとおして、子ども自身が自らの権利を自覚できるよう促します。ま
た、子どもが意見表明しやすい環境を整え、日常的に意見を表明したり、主体的
に区政やまちづくりに参加するための仕組みの構築や、子どもの権利侵害に関す
る相談・救済体制の充実を図ります。

子ども若者支
援課
子ども家庭支
援センター
教育指導担当

13 59 第４章
基本方針１
指標　ヤングケアラー支援サポーター養成講座の養成者数
現状値（令和６（2024）年度）　79人

59 第４章
基本方針１
指標　ヤングケアラー支援サポーター養成講座の養成者数
現状値（令和６（2024）年度）　100人

9



（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

変更理由

令和７年度中に里親支援等を行う児童福祉施設として里親支援センターの
整備をめざすことを踏まえ、記載を修正しました。

子ども家庭支
援センター

変更理由

地域の人材を家庭に派遣し、一緒に子育てを行う伴走型支援を令和７年度
から開始することを踏まえ、記載を修正しました。

18 64 第４章
基本方針１
施策（３） 身近な児童相談所における支援の充実
⑥ 里親登録の拡大と支援の充実による家庭養育の推進

　民間の活力を生かし、里親体験発表会や相談会の開催、効果的な周知活動等を
積極的に実施し、里親登録の拡大に努めます。また、里親が安定した養育を行う
ことができるよう支援するとともに、里親を社会全体で支援する機運の向上に取
り組みます。

64 第４章
基本方針１
施策（３） 身近な児童相談所における支援の充実
⑥ 里親登録の拡大と支援の充実による家庭養育の推進【拡充】

　民間の活力を生かし、里親体験発表会や相談会の開催、効果的な周知活動等を
積極的に実施し、里親登録の拡大に努めます。また、里親が安定した養育を行う
ことができるよう支援するとともに、里親を社会全体で支援する機運の向上に取
り組みます。さらに、里親等の養育や、委託児童の心身共に健やかな成長をより
安定的に支援できるよう、里親支援センターを整備します。

児童相談課

区民意見

子どもの権利を擁護するため、子どもが自由に訪れ相談できる施設等を設
置してほしい。

17 61 第４章
基本方針１
施策（２） 児童虐待未然防止対策等の推進
④ 要支援家庭等への支援の充実

61 第４章
基本方針１
施策（２） 児童虐待未然防止対策等の推進
④ 要支援家庭等への支援の充実【拡充】

16 60 第４章
基本方針１
施策（１）子どもの最善の利益を実現する施策の推進
③

（記載なし）

60 第４章
基本方針１
施策（１）子どもの最善の利益を実現する施策の推進
③ 子どもの権利侵害に関する相談・救済体制の充実

子どもの権利侵害からの救済に向け、子ども中高生プラザ、児童館、教育セン
ター、子ども家庭支援センター等において、子どもが安心して相談できる体制を
充実させるとともに、子ども自身が悩みや心配事などを24時間相談できる「みな
と子ども相談ねっと」等の子ども自らが相談できる相談先や方法を周知します。

子ども若者支
援課
子ども家庭支
援センター
教育指導担当
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

子ども若者支
援課
子ども家庭支
援センター

変更理由

インターネット及びオンラインゲームに関する実態調査結果を踏まえた取
組（児童虐待の未然防止や情報モラル教育等）は基本方針１及び基本方針
６に記載していることから、基本方針２　施策（２）放課後の居場所の充
実に関連するグラフに修正しました。

19 67 第４章
基本方針２
統計・調査等の結果

67 第４章
基本方針２
統計・調査等の結果

11



（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

変更理由

既存の学童クラブの確保方策を見直すことで学童クラブ需要に対応するこ
とに変更したことを踏まえ、記載を修正しました。

20 70 第４章
基本方針２
施策（２） 放課後の居場所の充実
① 学童クラブ事業の充実

　増加する学童クラブ需要に対応するため、特に需要増が見込まれる地域におい
て、学童クラブの新規開設や定員の拡大を図ります。また、利用曜日ごとの柔軟
な定員管理だけでなく、利用率に基づく弾力的な受入れを積極的に実施するなど
により、待機児童の解消を図ります。

＜表＞

70 第４章
基本方針２
施策（２） 放課後の居場所の充実
① 学童クラブ事業の充実

　増加する学童クラブ需要に対応するため、特に需要増が見込まれる地域におい
て、学童クラブの定員拡大を図ります。また、利用曜日ごとの柔軟な定員管理だ
けでなく、利用率に基づく弾力的な受入れを積極的に実施するなどにより、待機
児童の解消を図ります。

＜表＞

子ども若者支
援課

12



（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

変更理由

こども家庭庁の通知内容に合わせ、記載を修正しました。

子ども若者支
援課

変更理由

東京都の事業名から、区の事業名に修正しました。

22 71 第４章
基本方針２
施策（２） 放課後の居場所の充実
③ 放課ＧＯ→及び放課ＧＯ→学童クラブの連携・交流（連携型の放課ＧＯ→クラ
ブの実施）

　放課ＧＯ→及び放課ＧＯ→学童クラブの両事業の児童が連携や交流をしながら
活動できる環境整備やプログラムに取り組みます。

71 第４章
基本方針２
施策（２） 放課後の居場所の充実
③ 放課ＧＯ→及び学童クラブの連携・交流（連携型の学童クラブの実施）

　同一小学校区内において、放課ＧＯ→及び学童クラブが連携し、両事業の児童
が交流をしながら活動できる環境整備やプログラムに取り組みます。

子ども若者支
援課

21 71 第４章
基本方針２
施策（２） 放課後の居場所の充実
② 放課後子ども教室推進事業（放課ＧＯ→）の実施

　教育委員会と連携し、全ての区立小学校内で児童が安全で安心に活動できる放
課後の居場所づくりとして、放課後子ども教室推進事業（放課ＧＯ→）を行いま
す。学校が授業等で使用していない時間帯は、体育館、校庭、多目的室等を利用
し活動します。

71 第４章
基本方針２
施策（２） 放課後の居場所の充実
② 放課後児童健全育成事業（放課ＧＯ→）の実施

　教育委員会と連携し、全ての区立小学校内で児童が安全で安心に活動できる放
課後の居場所づくりとして、放課後児童健全育成事業（放課ＧＯ→）を行いま
す。学校が授業等で使用していない時間帯は、体育館、校庭、多目的室等を利用
し活動します。
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

変更理由

こども家庭庁の通知内容に合わせ、記載を修正しました。

子ども若者支
援課

変更理由

こども家庭庁の通知内容に合わせ、記載を修正しました。

24 71 第４章
基本方針２
施策（２）　放課後の居場所の充実
⑤ 連携型又は校内交流型の放課ＧＯ→クラブの推進

　全ての放課ＧＯ→クラブが連携型として実施するとともに、教育委員会と連携
及び協力し、今後の小学校の改修や改築等の際には校内交流型の放課ＧＯ→クラ
ブを基本とした整備を図ります。

71 第４章
基本方針２
施策（２）　放課後の居場所の充実
⑤ 連携型又は校内交流型の学童クラブの推進

　全ての学童クラブが連携型として実施するとともに、教育委員会と連携及び協
力し、今後の小学校の改修や改築等の際には校内交流型の学童クラブ（放課ＧＯ
→クラブ）を基本とした整備を図ります。

子ども若者支
援課

23 71 第４章
基本方針２
施策（２） 放課後の居場所の充実
④ 同一小学校内等での放課ＧＯ→及び放課ＧＯ→学童クラブの連携・交流（校内
交流型の放課ＧＯ→クラブの実施）

　同一小学校内等で放課ＧＯ→及び放課ＧＯ→学童クラブを実施し、両事業の児
童が連携や交流をしながら活動できる環境整備やプログラムに取り組みます。

71 第４章
基本方針２
施策（２） 放課後の居場所の充実
④ 同一小学校内等での放課ＧＯ→及び放課ＧＯ→学童クラブの連携・交流（校内
交流型の学童クラブ（放課ＧＯ→クラブ）の実施）

　同一小学校内等で放課ＧＯ→及び放課ＧＯ→学童クラブを連携して実施し、両
事業の児童が交流をしながら活動できる環境整備やプログラムに取り組みます。

14



（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

子ども家庭支
援センター

変更理由

令和７年度から産後ドゥーラの利用可能期間等を拡充することを踏まえ、
記載を修正しました。

変更理由

令和７年度から産後ドゥーラの利用可能期間等を拡充することを踏まえ、
記載を修正しました。

27 84 第４章
基本方針３
施策（５） 多子世帯、多胎児を育てる家庭に対する支援
① 多子世帯、多胎児を育てる家庭の負担軽減

84 第４章
基本方針３
施策（５） 多子世帯、多胎児を育てる家庭に対する支援
① 多子世帯、多胎児を育てる家庭の負担軽減【拡充】

健康推進課

変更理由

満１歳までの育児用品の提供と合わせて見守り支援員が定期的に家庭を訪
問するファミリー・アテンダント事業（見守り訪問）を令和７年度から実
施することを踏まえ、記載を修正しました。

26 83 第４章
基本方針３
施策（４） 在宅子育て家庭支援の推進
① 在宅子育て家庭向けサービスの充実

83 第４章
基本方針３
施策（４） 在宅子育て家庭支援の推進
① 在宅子育て家庭向けサービスの充実【拡充】

子ども家庭支
援センター

25 80 第４章
基本方針３
施策（１）妊娠期・産後の母子への支援の充実
④ 伴走型相談支援の推進

　新生児全戸訪問や、妊娠届のあった妊婦を対象とした妊婦全数面接を実施し、
保健師や助産師等の専門職が育児相談、産後の体調の相談、母子保健サービスの
紹介等を行うことで、育児への不安を解消します。

80 第４章
基本方針３
施策（１）妊娠期・産後の母子への支援の充実
④ 定期訪問による見守りと育児支援【新規】

　満１歳までの乳児がいる家庭へ支援員が定期的に訪問を行い、家庭状況を聞き
取り、必要な支援につなげます。また、訪問の際には紙おむつや粉ミルクなど養
育者が選択した育児用品を提供し、経済的、身体的な育児負担を軽減します。
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

みなと子ども会議意見

インターネットやＡＩの使い方、情報モラルに関する授業を増やしてほし
い。

子ども政策課

変更理由

令和６年10月から区立保育園へのネイティブティーチャーの派遣を試行的
に開始し、令和７年度から全区立保育園で実施することを踏まえ、記載を
修正しました。

30 113 第４章
基本方針６
施策（５） 子どもの個性、地域の特性を生かす学校教育の推進
④ 安全・安心で魅力ある教育環境の整備

　ＧＩＧＡスクール構想を実現するため、先進的な取組を進めるモデル校での研
究を全校に展開するなどの積極的な取組を進めるとともに、ＩＣＴの活用による
校務の効率化や部活動指導員の活用等により教員の勤務環境を整備し、教員が子
どもと向き合う時間の創出を図ります。また、施設の安全点検や民間警備員の配
置などによる防犯対策、地域やＰＴＡ等と連携した通学路点検など、様々な対策
を通じて、子どもたちの安全を確保します。

113 第４章
基本方針６
施策（５） 子どもの個性、地域の特性を生かす学校教育の推進
④ 安全・安心で魅力ある教育環境の整備

　ＧＩＧＡスクール構想を実現するため、先進的な取組を進めるモデル校での研
究を全校に展開するなどの積極的な取組を進めるとともに、ＩＣＴの活用による
校務の効率化や部活動指導員の活用等により教員の勤務環境を整備し、教員が子
どもと向き合う時間の創出を図ります。また、日常的にＩＣＴを活用できる環境
を整えるとともに、情報技術を適切に活用した学習活動の充実を図り、子どもた
ちの発達の段階に応じた、情報活用能力（情報モラルを含む。）を育成します。
さらに、施設の安全点検や民間警備員の配置などによる防犯対策、地域やＰＴＡ
等と連携した通学路点検など、様々な対策を通じて、子どもたちの安全を確保し
ます。

教育指導担当

変更理由

住宅を購入する際の支援制度を検討し、令和６年12月から住宅購入手続に
要する費用の一部を補助及び住宅金融支援機構と連携した金利優遇を開始
したことを踏まえ、記載を修正しました。

29 108 第４章
基本方針６
施策（１） 保育内容の質の向上
④

（記載なし）

108 第４章
基本方針６
施策（１） 保育内容の質の向上
④ 英語にふれあう機会の充実【新規】

乳幼児の異なる語学への興味喚起や、国籍や文化の違いを理解し互いに尊重する
心の成長につなげるため、各区立保育園に英語を母語とするネイティブティー
チャーを派遣し、日常の保育の中で英語にふれあう機会を創出します。

28 87 第４章
基本方針３
施策（７） 子育て世帯・若年夫婦世帯等の住環境の整備
① 定住促進に向けた住宅購入支援の強化【新規】

　区内において、子育て世帯や若年夫婦世帯の定住化を促進するため、住宅金融
支援機構と連携し、住宅を購入する際の支援制度の創設を検討します。

87 第４章
基本方針３
施策（７） 子育て世帯・若年夫婦世帯等の住環境の整備
① 定住促進に向けた住宅購入支援の強化【新規】

　子育て世帯や若年夫婦世帯が良質な住宅を取得し、区に住み続けられるよう、
住宅購入手続に要する費用の一部を補助します。また、住宅金融支援機構と連携
した金利優遇で、定住化を促進します。

住宅課
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

変更理由

小学校入学前教育カリキュラム」を改訂し、令和７年度から「港区版　架
け橋期のカリキュラム」に名称を変更すること等を踏まえ、記載を修正し
ました。

教育指導担当

みなと子ども会議意見

区内の企業見学などをとおして、働くイメージを持ちたい。

32 114 第４章
基本方針６
施策（６） 教育・保育の連携体制の整備
① 保育園、幼稚園、認定こども園、小学校の連携・交流

　保育園、幼稚園、認定こども園、小学校が連携し、保育士、教員同士の意見交
換や子どもを含めた交流を行います。また、子どもの育ちと学びの連続性を支え
るため、就学先となる小学校との情報の共有化を図るなど、「架け橋期の教育」
の充実に向けて連携を強化するとともに、「家庭で大切にしたいことハンドブッ
ク」や「小学校入学前教育カリキュラム」、「５歳児指導ポイント集」の活用を
促進します。

114 第４章
基本方針６
施策（６） 教育・保育の連携体制の整備
① 保育園、幼稚園、認定こども園、小学校の連携・交流

　保育園、幼稚園、認定こども園、小学校が連携し、保育士、教員同士の意見交
換や子どもを含めた交流を行います。また、子どもの育ちと学びの連続性を支え
るため、就学先となる小学校との情報の共有化を図るなど、「架け橋期の教育」
の充実に向けて連携を強化するとともに、「家庭で大切にしたいことハンドブッ
ク」や「港区版　架け橋期のカリキュラム」、「５歳児指導ポイント集」の活用
を促進します。

教育人事企画
課

31 113 第４章
基本方針６
施策（５） 子どもの個性、地域の特性を生かす学校教育の推進
⑤ 地域社会で支え合う学びの推進

　学校や地域の実態に応じた地域人材の活用や、区内の大学や企業との連携、Ｉ
ＣＴの活用により、キャリア教育などの特色ある教育の推進や新たな学習の機会
の創出を図ります。学校運営協議会の設置を推進し、保護者や地域住民が学校運
営に参画することにより、子どもや学校が抱える課題を地域ぐるみで解決する仕
組みを構築し、質の高い学校教育の実現を図ります。また、地域と幼稚園・学校
とが連携・協働し、地域の実情に応じた活動をとおして、地域全体で子どもたち
の成長を支えられる地域学校協働活動推進事業を推進します。

113 第４章
基本方針６
施策（５） 子どもの個性、地域の特性を生かす学校教育の推進
⑤ 地域社会で支え合う学びの推進

　学校や地域の実態に応じた地域人材の活用や、職場体験等に関する区内の大学
や企業との連携、ＩＣＴの活用により、キャリア教育などの特色ある教育の推進
や新たな学習の機会の創出を図ります。学校運営協議会の設置を推進し、保護者
や地域住民が学校運営に参画することにより、子どもや学校が抱える課題を地域
ぐるみで解決する仕組みを構築し、質の高い学校教育の実現を図ります。また、
地域と幼稚園・学校とが連携・協働し、地域の実情に応じた活動をとおして、地
域全体で子どもたちの成長を支えられる地域学校協働活動推進事業を推進しま
す。
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

子ども家庭支
援センター

変更理由

子どもの心理的負担の軽減及び離婚後の安定した生活の確保を図ることを
目的としていることを踏まえ、記載を修正しました。

変更理由

ひとり親家庭ホームヘルプサービスにおける送迎支援の対象施設の拡大
や、施設間の送迎支援を令和７年度から実施することを踏まえ、記載を修
正しました。

35 121 第４章
基本方針７
施策（４） 離婚前後の親への支援
① 離婚前後の親への支援策の強化・充実

　離婚前後の家庭が安定した生活を送るために、離婚時に取り決めた養育費確保
のための支援や、裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）の利用料の一部を助成する支援
を行います。また、子どもの心理的安定に配慮した親子交流の機会づくりを支援
します。

121 第４章
基本方針７
施策（４） 離婚前後の親への支援
① 離婚前後の親への支援策の強化・充実

　親の離婚による子どもの心理的負担の軽減及び離婚後の安定した生活の確保を
図るために、離婚時に取り決めた養育費確保のための支援や、裁判外紛争解決手
続（ＡＤＲ）の利用料の一部を助成する支援を行います。また、子どもの心理的
安定に配慮した親子交流の機会づくりを支援します。

教育人事企画
課

変更理由

小学校入学前教育カリキュラム」を改訂し、令和７年度から「港区版　架
け橋期のカリキュラム」に名称を変更すること等を踏まえ、記載を修正し
ました。

34 119 第４章
基本方針７
施策（２） ひとり親家庭の自立及び生活支援の推進
② ひとり親家庭に対する生活支援の充実

119 第４章
基本方針７
施策（２） ひとり親家庭の自立及び生活支援の推進
② ひとり親家庭に対する生活支援の充実【拡充】

子ども家庭支
援センター

33 114 第４章
基本方針６
施策（６） 教育・保育の連携体制の整備
④ 小学校教育の円滑な接続

　幼・小中一貫教育を推進するために、「小学校入学前教育カリキュラム」を活
用するとともに、区の特色を生かした小学校入学前教育の実現に向け、教職員の
指導力の向上を図ります。また、家庭で大切にしてほしいことをまとめたハンド
ブックやリーフレットを配布し、家庭と連携して家庭の教育力の向上を図りなが
ら、質の高い小学校入学前教育を実施します。さらに、５歳児から小学校１年生
までの２年間の架け橋期の教育の充実を図ります。

114 第４章
基本方針６
施策（６） 教育・保育の連携体制の整備
④ 小学校教育の円滑な接続

　幼・小中一貫教育を推進するために、「港区版　架け橋期のカリキュラム」を
活用するとともに、区の特色を生かした５歳児から小学校１年生までの２年間の
架け橋期の教育の充実に向け、教職員の指導力の向上を図ります。また、家庭で
大切にしてほしいことをまとめたハンドブックやリーフレットを配布し、家庭と
連携して家庭の教育力の向上を図りながら、質の高い小学校入学前教育を実施し
ます。
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

変更理由

令和６年度に策定する「港区再犯防止推進計画」との整合を図るため、記
載を修正しました。

教育指導担当

変更理由

令和６年度に策定する「港区再犯防止推進計画」との整合を図るため、記
載を修正しました。

38 126 第４章
基本方針７
施策（８） 犯罪・非行防止及び犯罪や非行に及んだ子ども・若者とその家庭への
支援
③

（記載なし）

126 第４章
基本方針７
施策（８） 犯罪・非行防止及び犯罪や非行に及んだ子ども・若者とその家庭への
支援
③ 警察との連携事業

警察と教育委員会及び学校等との連携について、学校・警察連絡協議会の場を活
用するほか、学校警察連絡制度などの学校と警察との相互連絡の枠組みやスクー
ルサポーターなどの制度を活用し、情報の共有化と共通認識の醸成を図ります。

教育指導担当

変更理由

令和６年10月に多文化キッズコーディネーターの配置を開始したことを踏
まえ、記載を修正しました。

37 126 第４章
基本方針７
施策（８） 犯罪・非行防止及び犯罪や非行に及んだ子ども・若者とその家庭への
支援
②

（記載なし）

126 第４章
基本方針７
施策（８） 犯罪・非行防止及び犯罪や非行に及んだ子ども・若者とその家庭への
支援
② セーフティ教室の実施

児童・生徒の健全育成の活性化及び充実を図るとともに、保護者・区民参加のも
とに、家庭・学校・地域社会の連携による非行・犯罪被害防止教育を推進しま
す。

36 124 第４章
基本方針７
施策（６） 外国にルーツを持つ子ども・若者と家庭への支援
② 外国人相談事業の充実

　外国人相談員等が、関係部署等と連携しながら外国人の相談に対応します。

124 第４章
基本方針７
施策（６） 外国にルーツを持つ子ども・若者と家庭への支援
② 外国人相談事業の充実【拡充】

　外国人相談員等が、関係部署等と連携しながら外国人の相談に対応します。ま
た、多文化キッズコーディネーターが、子どもと保護者、学校等の関係者に、き
め細かな対応を行います。

国際化・文化
芸術担当
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

変更理由

港区高校生世代の居場所づくりに関する検討委員会での内容を踏まえ、記
載を修正しました。

子ども若者支
援課

変更理由

港区高校生世代の居場所づくりに関する検討委員会での内容を踏まえ、記
載を修正しました。

40 131 第４章
基本方針８
施策（２）生活環境の安定に向けた支援
④ 高校生世代の居場所づくり【拡充】

　高校生世代の誰もが自然体で安心できる居場所がある環境をめざし、新たに非
交流の居場所づくりを行うとともに、児童館及び子ども中高生プラザの利活用を
促進します。人と関わりたくない精神状態の場合や、家庭及び学校等に居場所の
ない高校生世代に対して、一人でいられることが保障された居場所を提供しま
す。

131 第４章
基本方針８
施策（２）生活環境の安定に向けた支援
④ 高校生世代の居場所づくり【拡充】

　高校生世代等のうち、家庭や学校などが居場所と感じられない人に対して、安
心してひとりで過ごせる居場所を提供するとともに、児童館及び子ども中高生プ
ラザ等の利活用を促進します。

子ども若者支
援課

39 126 第４章
基本方針７
施策（８）犯罪・非行防止及び犯罪や非行に及んだ子ども・若者とその家庭への
支援
④ 高校生世代が一人で過ごせる居場所づくり【新規】

　行動範囲が広がり社会への自立に向けて多感な高校生世代のうち、家庭や学校
などに居場所がなく屋外にとどまることで犯罪や非行に巻き込まれないよう、自
然体で安心して過ごすことができ、必要に応じて大人に相談できる居場所を設置
します。

126 第４章
基本方針７
施策（８）犯罪・非行防止及び犯罪や非行に及んだ子ども・若者とその家庭への
支援
④ 高校生世代の居場所づくり【新規】

　行動範囲が広がり社会への自立に向けて多感な高校生世代等のうち、家庭や学
校などのほかに居場所がなく屋外にとどまることで犯罪や非行に巻き込まれない
よう、ひとりで過ごしたいときに安心して過ごすことができ、必要に応じて大人
に相談できる居場所を設置します。
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

変更理由

現在、事業等の認可申請を実施していない実態を踏まえ、記載を修正しま
した。

子ども若者支
援課

変更理由

港区高校生世代の居場所づくりに関する検討委員会での内容を踏まえ、記
載を修正しました。

42 145 第５章
２　教育・保育提供区域の設定

【子ども・子育て支援法に基づく区域設定に当たっての視点】
（略）
　港区子ども・子育て支援事業計画（令和２（2020）年度～令和６（2024）年
度）では、比較的交通機関が発達していることや、居住地区を越えた施設利用が
ある現状等も踏まえ、港区全域を一つの区域としました。
教育・保育提供区域を一つに設定することにより、地区の境界付近に居住する方
や勤務地等の都合、教育・保育内容の特性を踏まえた選択で、居住地区以外の施
設・事業を希望するニーズに柔軟に対応できるとともに、事業等の認可申請に対
して、他の地区との需給調整をすることなく認可することができます。
　港区子ども・子育て支援事業計画（令和２（2020）年度～令和６（2024）年
度）から上記の状況に変化はないことから、本計画においても、引き続き、港区
全域を一つの区域とします。

145 第５章
２　教育・保育提供区域の設定

【子ども・子育て支援法に基づく区域設定に当たっての視点】
（略）
　港区子ども・子育て支援事業計画（令和２（2020）年度～令和６（2024）年
度）では、比較的交通機関が発達していることや、居住地区を越えた施設利用が
ある現状等も踏まえ、港区全域を一つの区域としました。
教育・保育提供区域を一つに設定することにより、地区の境界付近に居住する方
や勤務地等の都合、教育・保育内容の特性を踏まえた選択で、居住地区以外の施
設・事業を希望するニーズに柔軟に対応することができます。
　港区子ども・子育て支援事業計画（令和２（2020）年度～令和６（2024）年
度）から上記の状況に変化はないことから、本計画においても、引き続き、港区
全域を一つの区域とします。

子ども政策課

41 138 第４章
基本方針９
施策（１）悩みや不安を抱える子ども・若者やその家族に対する相談体制の充実
④ 高校生世代が一人で過ごせる居場所づくり【新規】

　高校生世代の誰もが自然体で安心できる居場所がある環境をめざし、人と関わ
りたくない精神状態の場合や、家庭及び学校等に居場所のない高校生世代に対し
て、一人でいられることが保障された居場所を提供するとともに、相談機能を設
けます。

138 第４章
基本方針９
施策（１）悩みや不安を抱える子ども・若者やその家族に対する相談体制の充実
④ 高校生世代の居場所づくり【新規】

　高校生世代等のうち、家庭や学校などが居場所と感じられない人に対して、安
心してひとりで過ごせる居場所を提供するとともに、相談機能を設けます。
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

教育長室
学務課

変更理由

令和７年度入園の園児募集結果から、令和７年度末をもって休園となる区
立幼稚園が生じることを踏まえ、記載を修正しました。

43 147 第５章
４　教育・保育の量の見込みと確保方策
(１）幼児教育

＜表＞

147 第５章
４　教育・保育の量の見込みと確保方策
(１）幼児教育

＜表＞
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

子ども政策課

変更理由

各年齢の定員を設けていない施設の按分計算の精査や変更予定であった案
                   件の取止め等を踏まえ、記載を修正しました。

                   
                   

変更理由
                   変更予定であった案件の取止め等を踏まえ、記載を修正しました。

                   
                   

45 149 第５章
４ 教育・保育の量の見込みと確保方策
（２）保育
【量の見込みと確保方策（３号認定）】

＜表＞

149 第５章
４ 教育・保育の量の見込みと確保方策
（２）保育
【量の見込みと確保方策（３号認定）】

＜表＞

44 149 第５章
４ 教育・保育の量の見込みと確保方策
（２）保育

 【量の見込みと確保方策（２号認定（幼児教育以外））】

＜表＞

149 第５章
４ 教育・保育の量の見込みと確保方策
（２）保育

 【量の見込みと確保方策（２号認定（幼児教育以外））】

＜表＞

子ども政策課
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

変更理由

新規開設園の開設年度を変更したことを踏まえ、記載を修正しました。

46 149 第５章
４ 教育・保育の量の見込みと確保方策
（２）保育
【箇所数】

＜表＞

149 第５章
４ 教育・保育の量の見込みと確保方策
（２）保育
【箇所数】

＜表＞

子ども政策課
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

子ども若者支
援課

変更理由

既存の学童クラブの確保方策を見直すことで学童クラブ需要に対応するこ
とに変更したことを踏まえ、記載を修正しました。

47 153 第５章
５ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策
（３）放課後児童クラブ事業（学童クラブ事業）

＜確保方策＞
　令和６（2024）年度までに37か所で事業を実施し、3,520人の学童クラブ定員を
確保しています。今後見込まれる需要の増加に対応するため、新規開設などによ
り、学童クラブの定員拡大を図ります。

＜表＞

153 第５章
５ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策
（３）放課後児童クラブ事業（学童クラブ事業）

＜確保方策＞
　令和６（2024）年度までに37か所で事業を実施し、3,520人の学童クラブ定員を
確保しています。今後見込まれる需要の増加に対応するため、学童クラブの定員
拡大を図ります。

＜表＞
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

変更理由

令和７年度入園の園児募集結果から、令和７年度末をもって休園となる区
立幼稚園が生じること等を踏まえ、記載を修正しました。

48 159 第５章
５　地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策
(９）一時預かり事業（幼稚園型）

＜確保方策＞
　令和６（2024）年度現在、区立幼稚園全園12園、私立幼稚園９園、区立認定こ
ども園１園で預かり保育を実施しています。今後も、各年の利用状況を確認しな
がら、必要な定員を確保します。

＜表＞

159 第５章
５　地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策
(９）一時預かり事業（幼稚園型）

＜確保方策＞
　令和６（2024）年度現在、区立幼稚園全12園、私立幼稚園８園、区立認定こど
も園１園で預かり保育を実施しています。今後も、各年の利用状況を確認しなが
ら、必要な定員を確保します。

＜表＞

教育長室
学務課
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

保育課

変更理由

令和７年５月から台場保育園において一時保育を実施することを踏まえ、
記載を修正しました。

49 160 第５章
５ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策
（10）一時預かり事業（幼稚園型を除く）

＜確保方策＞
　令和６（2024）年度までに、保育園や子育てひろば「あっぴぃ」等20か所で事
業を実施し、105,433人の定員を確保しています。令和７（2025）年７月には、新
たに子育てひろば「あっぴぃ高輪」で事業を開始するなど、事業の拡充を図りま
す。

＜表＞

160 第５章
５ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策
（10）一時預かり事業（幼稚園型を除く）

＜確保方策＞
　令和６（2024）年度までに、保育園や子育てひろば「あっぴぃ」等20か所で事
業を実施し、105,433人の定員を確保しています。令和７（2025）年５月には台場
保育園、同年７月には子育てひろば「あっぴぃ高輪」で事業を開始するなど、事
業の拡充を図ります。

＜表＞
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

変更理由

こども誰でも通園制度に関する基準省令がこども家庭庁から発出されたこ
とを踏まえ、記載を修正しました。

50 170 第５章
５ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策
（20）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

＜量の見込みの算出方法＞
　【国の手引きを用いて算出】
　令和７（2025）年度以降の０歳から２歳の推計児童数から、各年度における保
育施設の利用見込み数を差し引いた児童数に、月の受入れ上限時間である10時間
を乗じて、量の見込みを算出します。

＜確保方策＞
　区内の特定教育・保育施設等の定員の空きを活用するなど、受入れに必要な確
保方策について、今後検討します。

＜表＞
（記載なし）

170 第５章
５ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策
（20）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

＜量の見込みの算出方法＞
　【国の手引きを用いて算出】
　令和７（2025）年度以降の０歳から２歳の推計児童数から、各年度における保
育施設の利用見込み数を差し引いた児童数に、月一定時間※を乗じて算出しま
す。
※　月一定時間は、本制度の本格実施を見据えた試行的事業における上限を踏ま
え、10時間とします。

＜確保方策＞
　区内の特定教育・保育施設等の定員の空きを活用するなど、受入れに必要な時
間を確保します。

＜表＞

子ども政策課
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

子ども政策課

変更理由

子ども・子育て会議やみなと子ども会議等において意見聴取することを踏
まえ、記載を修正しました。

51 174 第６章
２　進捗管理

　本計画に計上した取組は、計画【Ｐｌａｎ】、実行【Ｄｏ】、点検・評価【Ｃ
ｈｅｃｋ】、見直し・改善【Ａｃｔ】のサイクルで着実に推進します。
　毎年度、各施策の進捗状況を把握・評価し、次年度以降の施策・事業に反映し
ます。各施策の進捗状況の把握・評価に当たっては、子ども・若者や保護者、そ
の他関係者の考えや意見を様々な手法で汲み取り、その思いを適切に施策に反映
します。また、港区子育て支援推進会議において、全庁で組織横断的に事業の検
討・調整を行います。
　計画の中間年度（３年目）及び最終年度（５年目）には、社会情勢の変化や課
題の整理、各施策の達成状況の点検・評価を行い、それらの結果を踏まえて計画
の見直しを行います。

175 第６章
２　進捗管理

　本計画に計上した取組は、計画【Ｐｌａｎ】、実行【Ｄｏ】、点検・評価【Ｃ
ｈｅｃｋ】、見直し・改善【Ａｃｔ】のサイクルで着実に推進します。
　毎年度、各施策の進捗状況を把握・評価し、次年度以降の施策・事業に反映し
ます。各施策の進捗状況の評価に当たっては、港区子ども・子育て会議やみなと
子ども会議等において、子ども・若者や保護者、その他関係者の考えや意見を汲
み取り、その思いを適切に施策に反映します。
　計画の中間年度（３年目）及び最終年度（５年目）には、社会情勢の変化や課
題の整理、各施策の達成状況の点検・評価を行い、それらの結果を踏まえて計画
の見直しを行います。
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（令和７年３月）

No

港区子ども・若者・子育て総合支援計画（素案） 港区子ども・若者・子育て総合支援計画

担当課

P （令和６年11月） P

変更理由

令和６年５月から12月までに実施したみなと子ども会議で出た子ども・若
者の意見を踏まえ、記載を追加しました。

52 187 資料編
５ 子ども・若者の意見聴取

（記載なし）

181～
185

資料編
３ 子ども・若者の意見聴取

みなと子ども会議で出た子ども・若者の意見を記載

子ども政策課
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